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松本市WEB広告による移住プロモーション業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  働き盛り世代の移住推進強化策の一環として、テレワーカー向けにWEB広告を実

施することで、松本市へのテレワーク移住を促進するものです。 

  なお、募集及び選定は、公募型プロポーザル方式により行い、応募事業者から

の提案書類等を総合的に評価して、契約締結候補者を決定します。 

 

２ 業務概要 

⑴ 名称 

松本市WEB広告による移住プロモーション業務 

 ⑵ 業務内容 

松本市WEB広告による移住プロモーション業務委託仕様書のとおり 

 ⑶ 委託期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで 

⑷ 業務委託料上限額 

２，０９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格要件 

公告の日において、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は松

本市財務規則（平成３年規則第１０号）第１０４条第１項の規定により入札に

参加することができないとされた者でないこと。  

⑵ 公告の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社

更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

再生手続開始の申立てをしている者ではないこと。  

⑶ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。  

 ⑷ 松本市製造の請負、物件の供給等入札参加資格者に係る指名停止要領（平成

２９年３月３１日訓令甲第１０号）の規定による指名停止処分を受けていない

こと。 

⑸ 国及び他の地方公共団体において指名停止措置を受けていないこと。 

⑹ 松本市の入札参加資格を有していない場合は、国税及び地方税に滞納がなく、 

社会保険等に加入していること。 

  

４ 失格要件 

次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

⑴ 公告の日から契約締結候補者決定までの期間に、参加資格要件を満たさなく 

なった場合 

⑵ 提出書類が期限内に提出されない場合 

⑶ 提出書類に虚偽の記載をした場合  

⑷ 見積額が業務委託料上限額を超える場合 
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⑸ 審査の公平性を害する行為があった場合 

 

５ 仕様書等関係書類 

  松本市公式ホームページからダウンロードしてください。 

  https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/list290-825.html 

 

６ 質問の受付及び回答 

本案件の内容について疑義のある場合は、次のとおり質問を受け付けます。 

項 目 内 容 

提出方法 次のとおり電子メールで提出すること。なお、提出時に 

は別途電話によりメールの受信確認を行うこと。 

⑴ 件名   プロポーザル質問書（事業者名） 

⑵ 送信形式 テキスト形式 

⑶ 質問   質問書（様式６）をメールに添付 

⑷ 送信先  matsumotogurashi@city.matsumoto.lg.jp 

提出期限 令和５年７月１２日（水） 

回答方法 「５ 仕様書等関係書類」に記載した松本市公式ホーム 

ページに掲載する。 

回答日 令和５年７月１４日（金） 

 

７ 参加表明書提出の手続き 

 本案件に参加する場合は、次のとおり書類を提出してください。 

項 目 内 容 

提出書類及び部数 ⑴ 参加表明書（様式１）１部 

⑵ 添付書類（各１部） 

ア 会社・団体概要（事業活動のわかるパンフレット 

等） 

イ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては 

身元（身分）証明書、任意団体等のグループにあっ 

ては代表者の身元（身分）証明書 

ウ 印鑑証明書（任意団体等のグループにあっては代 

表者のもの） 

エ 納税証明書（松本市の入札参加資格を有している 

場合は省略可）※発行日から３か月以内、写し可 

(ｱ) 法人の場合：法人税、消費税及び地方消費税に 

未納がない証明書（納税証明書その３の３） 

 個人の場合：所得税、消費税及び地方消費税に 

未納がない証明書（納税証明書その３の２） 

(ｲ) 松本市税に滞納がない証明書(入札参加資格用) 

  ※松本市に納税義務がある場合に限る。 

オ 財務諸表（賃借対照表、損益計算書、株主資本等 

変動計算書）の写し※直近事業年度のもの（恒常的 

な財務活動がない場合、過去１年以内の類似の業務 

における収支報告の写し） 
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カ 社会保険等加入を証する書類の写し（加入義務が 

ない場合には「健康保険、厚生年金保険及び雇用保 

険の加入義務がないことの届出書」（様式７）） 

キ 前記に掲げる書類のほか必要と認めるもの 

⑶ 誓約書（様式２）１部 

提出期限 令和５年７月１９日（水）午後５時（必着） 

提出先 松本市住民自治局移住推進課（「14 担当部署」） 

提出方法 ⑴ 持参の場合には、受付時間は午前９時～午後５時と 

する。（土・日・祝日を除く） 

⑵ 郵送の場合には、受取日時及び配達されたことが証 

明できる方法によること。 

⑴ 参加表明書の提出後に本案件への参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式 

３）を提出してください。 

 ⑵ 参加資格審査の結果は、参加表明書を提出した事業者に対して、参加表明書 

記載の電子メールアドレス宛に通知します。 

 

８ 提案書類提出の手続き 

  次のとおり提案書類を提出してください。 

項 目 内 容 

提出書類及び部数 ⑴ 提案書類提出書（様式４）１部 

⑵ 添付書類  

ア 提案書 

   (ｱ) 様式任意、Ａ４横、両面印刷、長辺綴じ、ペー 

ジ番号を付すこと。 

(ｲ) 正本１部（社名を記載したもの） 

副本８部（社名や社名の識別できるロゴ等を一 

切記載しないもの） 

  イ 提案見積書（様式５） １部 

提出期限 令和５年８月１７日（木）午後５時（必着） 

提出先 松本市住民自治局移住推進課（「14 担当部署」） 

提出方法 ⑴ 持参の場合には、受付時間は午前９時～午後５時と 

する。（土・日・祝日を除く） 

⑵ 郵送の場合には、受取日時及び配達されたことが証 

明できる方法によること。 

⑴ 提案書の記載項目について 

松本市WEB広告による移住プロモーション業務委託仕様書に基づき、審査評価

表（別紙１）の各評価項目に沿った内容とすること。 

 ⑵ 提案書類はいかなる理由に関わらず返却しません。 

⑶ 提案書類の著作権は提案者に帰属しますが、選定に伴う作業に必要な範囲に 

おいて、松本市は提案書類を無償で使用、複製することが可能とします。 

⑷ 提出期間終了後の提案書類の修正及び変更は認めません。 

⑸ １提案者１提案とします。 
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９ プレゼンテーション審査の実施 

  提案者の提案内容、履行能力及び意欲等を評価するため、提案書類の提出があ

った者を対象にプレゼンテーション審査を実施します。詳細は別途通知します。 

項 目 内 容 

実施日 令和５年８月２２日（火） 

場所（予定） 松本市中央公民館（Ｍウイング）内会議室 

（松本市中央１丁目１８番１号） 

時間配分 準備５分以内 

プレゼンテーション２０分以内 

質疑応答１５分以内 

当日機材 松本市はプレゼンテーション用に、プロジェクター、Ｈ 

ＤＭＩケーブル、スクリーン、延長コードを用意する。

その他提案者が必要とする機材は持参すること。 

提案者 本業務にかかわる者をプレゼンテーターとすること。 

その他  ⑴ 当日の出席者は３名以内とする。 

⑵ 松本市はプレゼンテーションの内容を録画又は録音 

する場合がある。 

 ⑶ 当日の追加資料の配付は認めない。 

 

10 選定方法等 

  提案書類及びプレゼンテーションに基づき、審査委員会が審査の上、契約交渉

順位を定め、交渉順位第１位の提案者を松本市との契約締結候補者とします。な

お、当該提案者の辞退等の理由により契約が締結できない場合は、次順位の交渉

順位者を契約締結候補者とします。 

⑴ 審査及び審査基準 

  ア 松本市は、松本市WEB広告による移住プロモーション業務委託審査委員会を

組織し、選考審査会を開催して、各評価項目につき審査を行う。 

イ 審査結果の合計点が高い提案者から順に契約交渉順位を定める。 

ウ 最高得点を複数の提案者が獲得した場合は、審査委員長の得点に準じて順 

位を決定する。 

  エ 技術評価点が基準点（７割）未満の者は失格とし、全参加者が失格となっ 

た場合は、改めて募集期間を設けて提案書の提出を求める。 

オ 評価項目 

  審査評価表（別紙１）のとおり 

⑵ 審査結果の通知 

審査結果はすべての提案者に対して文書で通知しますが、審査経過について 

  は公表しません。また、審査結果についての異議申し立ては受け付けません。 

⑶ 審査結果の公表 

  契約締結後、「５ 仕様書等関係書類」に記載した松本市公式ホームページに 

掲載します。 
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11 契約の締結 

⑴ 松本市は交渉順位第１位の提案者と、提示している仕様書及び提案内容をも

とに協議を行い、詳細な業務内容を確定した後、その提案者と随意契約を締結

します。なお、一定期間内に協議が整わない場合は、交渉順位第２位の提案者

と協議を行うものとします。 

⑵ 採用提案以外に優れた提案内容があった場合には、その提案者の了解が得ら

れる範囲で、本契約の仕様に反映させることがあります。 

⑶ 契約締結に際し提出書類の記載内容に虚偽があった場合、契約を締結しない

ことがあります。 

 

12 その他留意事項 

⑴ 本案件に参加する費用は、すべて参加者の負担とします。 

⑵ 提案書類等の作成にあたっては、著作権等第三者の権利に対する侵害のない 

よう十分留意してください。なお、これらの問題が生じても松本市は一切の責 

任を負いません。 

⑶ 提出書類のほか追加資料を求められた場合には提出をしてください。 

⑷ 本要項に記載のない事項については、競争性及び公平性を考慮し、適宜松本 

市が判断します。 

 

13 スケジュール 

内 容 期 日 

実施要領の公告 ７月 ５日（水） 

質問書の提出期限 ７月１２日（水） 

質問書の回答 ７月１４日（金） 

参加表明書の提出期限 ７月１９日（水）午後５時 

参加資格審査結果の通知 ７月２１日（金） 

提案書類の提出期限 ８月１７日（木）午後５時 

プレゼンテーション審査 ８月２２日（火） 

審査結果通知の発送 ８月３１日（木） 

契約締結 ９月中旬 

※スケジュールは予定であり、変更があり得ることに留意すること。 

 

14 担当部署（問合せ先・提出先） 

  〒390-8620 長野県松本市丸の内３番７号 

松本市住民自治局移住推進課（松本市役所本庁舎１階）担当：小沢 

 TEL.0263‐34‐3193（直通）FAX.0263‐34‐3493 

 e-mail:matsumotogurashi@city.matsumoto.lg.jp 

※組織改革又は人事異動により担当者が変更になる場合があります。 

 

 



　審査評価表 別紙１

　　１０００点満点（技術評価点９００点、価格評価点１００点）

１　技術評価

配　点

100

50

50

100

900

２　価格評価

100

150

審査項目 評価の着目点

1 事業理解度
移住に関する全体的な動向と松本市の移住に関する動
向の分析がなされ、本事業の趣旨を十分理解した上
で、提案しているか。

（最低提案見積額／当該提案見積額）×１００点

テレワーカーの移住動向について分析されているか。

ビッグデータの活用など、根拠のあるデータをもとに
広告内容が検討されているか。

効果指標や測定方法を示しているか。

測定結果をもとに、より効果的な広告宣伝を実施する
ような流れが示されているか。

合計

2
テレワーカー向け広告宣
伝

具体的な広告宣伝の内容・手法を提案し、その内容・
手法がターゲットに響くと見込む理由も併せて示して
いるか。

200

3 効果測定とその活用

4 業務遂行能力
過去に同様の業務・事業に取り組んだ経験など、十分
な業務実績があるか。

150

5 その他
本業務を実施するにあたり、提案者が独自に必要・効
果的と考える事柄がある場合に、提案しているか。

100


